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〔
府

令
〕

〇
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
内
閣
府
令
（
内
閣
府
三
三
）

J

〔
規

則
〕

〇
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
及
び
地
域

交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
協
議
会
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
国
家
公
安
委
七
）

L

〇
届
出
自
動
車
教
習
所
が
行
う
教
習
の
課
程

の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
（
同
八
）

〇
指
定
自
動
車
教
習
所
等
の
教
習
の
基
準
の

細
目
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
（
同
九
）

〇
指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
等
に
関
す
る
規

則
を
廃
止
す
る
規
則
（
同
一
〇
）

〇
国
家
公
安
委
員
会
関
係
自
動
車
運
転
代
行

業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則（
同
一
一
）

〔
告

示
〕

〇
交
通
の
方
法
に
関
す
る
教
則
の
一
部
を
改

正
す
る
件
（
国
家
公
安
委
九
）

L

〔
資

料
〕

国
庫
歳
入
歳
出
状
況
（
平
成
十
九
年
度
平
成

二
十
年
三
月
分
）（
財
務
省
）

M

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

P

特
殊
法
人
等

独
立
行
政
法
人
建
築
研
究
所
役
員
の
任

命
、
型
式
適
合
認
定
関
係

Q
J

地
方
公
共
団
体

行
旅
死
亡
人
関
係

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

Q
L

〇
内
閣
府
令
第
三
十
三
号

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
号
）
の
一
部
及
び
道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
四
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法

律
第
百
五
号
）
第
五
十
一
条
第
十
項
（
同
条
第
二
十
二
項
、
同
法
第
七
十
二
条
の
二
第
三
項
及
び
第
七
十
五
条
の
八
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
、
第
七
十
一
条
の
六
第
一
項
、
第
九
十
三
条
第

三
項
、
第
九
十
七
条
第
四
項
、
第
百
一
条
第
三
項
、
第
百
二
条
第
五
項
、
第
百
八
条
の
二
第
三
項
及
び
第
百
九
条
の
二

第
二
項
並
び
に
道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
第
二
十
六
条
第
三
号
及
び
第
二
十
六
条

の
四
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
五
月
二
十
日

内
閣
総
理
大
臣

福
田

康
夫

道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
九
条
の
七
」
を
「
第
九
条
の
七
の
二
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
二
中
「
第
十
六
条
第
三
号
」
を
「
第
十
六
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
警
察
署
長
に
よ
る
公
表
）

第
七
条
の
二
の
二

法
第
五
十
一
条
第
十
項
（
同
条
第
二
十
二
項
並
び
に
法
第
七
十
二
条
の
二
第
三
項
及
び
第
七
十
五

条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
法
第
五
十
一
条
第
六
項
（
法
第
七
十

五
条
の
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
車
両
の
使
用
者
若
し
く
は
所
有

者
、
法
第
五
十
一
条
第
二
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
し
た
積
載
物
の
所
有
者
、

占
有
者
そ
の
他
当
該
積
載
物
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
若
し
く
は
法
第
七
十
二
条
の
二
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ

り
保
管
し
た
損
壊
物
等
の
所
有
者
、
占
有
者
そ
の
他
当
該
損
壊
物
等
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
が
判
明
す
る
ま
で

の
間
又
は
法
第
五
十
一
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
七
条
の
六
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
車
両
移
動
保
管
関
係
事
務
の
委
託
）

第
七
条
の
六
の
二

法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
法
人
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
務
を
行
う
の

に
必
要
か
つ
適
切
な
組
織
及
び
能
力
を
有
す
る
と
警
察
署
長
が
認
め
る
法
人
と
す
る
。

第
七
条
の
九
中
「
第
十
七
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
普
通
自
転
車
に
よ
り
安
全
に
車
道
を
通
行
す
る
こ
と
に
支
障
を
生
ず
る
程
度
の
身
体
の
障
害
）

第
九
条
の
二
の
二

令
第
二
十
六
条
第
三
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
身
体
の
障
害
は
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
別
表
に
掲
げ
る
障
害
と
す
る
。

第
九
条
の
六
中
「
ま
で
」
の
下
に
「
並
び
に
第
七
十
一
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
加
え
る
。
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